
成年被後見人の方の印鑑登録について 

本市の印鑑登録条例の登録資格が改正され、成年被後見人の方も印鑑登録が可能になりま

した。（令和２年３月３０日公布） 

 

 

 

 

成年被後見人の方が印鑑登録をする場合は、  

成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ法定代理人が同行している場合に限って、

申請が可能です。 

◆ご注意ください◆ 

・成年被後見人または法定代理人がお一人で申請することはできません。 

・委任状による代理での申請はできません。 

 

▼ 手続方法 ▼ 

▼ Ｑ ＆ Ａ ▼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは市民課市民係（TEL　0561-76-8130）へお問い合わせください。 

必要なもの　①登録する印鑑 

　　　　　　②本人確認書類　ａまたはｂ（成年被後見人および法定代理人） 

　　　　　　ａ：公的機関が発行した顔写真付き証明書（有効期限内のもの） 

例）運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど 

　　　　　　ｂ：健康保険の資格確認書、年金手帳など（有効期限内のもの） 

　　　　　　　※成年被後見人の方がａ書類をご持参の場合は、即日で印鑑登録・証明書の発行が可能です。 

　　　　　③成年後見の登記事項証明書 

 

受付場所・時間　市民課①番窓口 

平　日：午前９時～午後５時 

日曜窓口（毎月第２・４日曜日）：午前８時３０分～正午 

※日曜窓口の日程は、変更になる場合があります。広報や市ホームページで事前にご確

認ください。

印鑑登録対象者 

　市内に住民登録がある１５歳以上の方 

　※１５歳未満の方、意思能力のない方は登録できません。

Ｑ　成年被後見人となる前の印鑑登録はそのまま使えますか？ 

Ａ　成年被後見人となった時点で、以前の印鑑登録は職権により廃止されます。 
印鑑登録をする意思がある場合は、成年被後見人ご本人が法定代理人を同行し、市役所市民課窓口で再登録

の手続きをしてください。なお、再登録には手数料３００円が必要です。 
 

Ｑ　印鑑登録を廃止したい場合も、法定代理人の同行が必要ですか？ 
Ａ　成年被後見人となった後に行った印鑑登録についての廃止や証明書の一時停止は、成年被後見人ご本人また

は法定代理人からの申出があれば可能です。ただし、再登録や一時停止の解除は、成年被後見人ご本人が法定代

理人を同行し、窓口にお越しいただく必要があります。
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印鑑登録の手続きの流れ 

①申請 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　 

 

 

 

 

②仮登録　　 

※登録者本人（成年被後見人）が写真付きの公的な身分証明書をお持ち

の場合は、即日で本登録（④へ）が可能です。 

 　　　　　市役所市民課　　　　 

 

 

③本人への照会　　　　　　　　　　　　 

 

 

④本登録　 

申請書
登録者本人の 

身分証明書 

照会書兼回答書

照会書兼 

回答書

郵送

ご注意ください。 

●住民登録地に転送不可で 
送付されます。 

●転入・転居時、郵便局に住所 
のお届けがされていないと 
郵便物が届かないことが 
あります。

成年後見の 

登記事項証明書
登録印 法定代理人の 

身分証明書 

登録者本人 
（成年被後見人）

法定代理人 

（成年後見人）

受け付けました。

申請は私の意思に間違いありません。

回答書は必ず登録者本人が 

書いてくださいね。

市役所市民課 

市役所市民課 登録者本人の 

身分証明書 

法定代理人の 

身分証明書 

成年後見の 

登記事項証明書

手 数 料

300 円

登録証

【注！】身分証明書等は必ず原本をお持ちください！（コピー不可）　


